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道南圏地域医療再生計画

１ 対象とする地域

１ 対象とする地域

道南圏地域医療再生計画（以下 「本計画」という ）においては、３つの二次医療、 。

（ 、 、 ） 。圏 南渡島 南檜山 北渡島檜山 の２市１６町で構成される地域を対象地域とする

道南圏は、北海道の南西部、渡島半島に位置し、東に太平洋、西に日本海、南に津軽

海峡を望む、南北に長い海岸線を有する地域で、総面積は6,566平方キロメートル、

京都府と大阪府を合計した面積に匹敵する広さを有し、圏域の人口476,737人（平成

22年10月1日現在）のうち、約６割が函館市に集中している。

本圏域における人口10万対比での医師数（平成20年12月末）は、207.3人（二次医

療圏単位では、南渡島222.6人、南檜山122.3人、北渡島檜山114.6人）で、全道平均

の224.9人を下回っている。

、 （ ） 、 （ ）医療機関は 地方センター病院 *1 である市立函館病院 地域センター病院 *2

である道立江差病院及び八雲総合病院などの自治体病院のほか、公的病院や民間の医

療機関で構成されている。

（単位：箇所、床）■道南圏の医療機関の状況

医療機関 診療所 許 可
病 院 助産所

医療圏 医科 歯科 病床数

南 渡 島（二次医療圏） 38 315 190 1 7,708

南 檜 山 (二次医療圏） 5 16 12 0 443

北渡島檜山 (二次医療圏） 7 18 21 0 1,074

道 南 (三次医療圏） 50 349 223 1 9,225

※平成22年10月１日現在。病床数は、病院の病床及び診療所の特定病床以外の病床・療養病床の合計。

、 、 、 、道南圏は 道内の他の多くの医療圏と同様 慢性的な医師不足に悩んでいるが 近年

医師の退職や引き上げ等により、圏域内の救急医療や周産期医療体制、高度・専門的な

医療機能などを維持するために必要な医療資源の不足が深刻化しているところである。

このため、詳細に現状を把握し、早急に救急医療体制、周産期医療体制等を立て直す

対策を講じる必要があり、本圏を地域医療再生計画の対象地域としたところである。
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道南圏地域医療再生計画

１ 対象とする地域

＜地方センター病院と地域センター病院について＞

昭和44年からの道独自の取組として、圏域ごとに一定の要件を備えた中核的医療機関を指定し、

施設・設備の整備・充実を図るとともに、地域医療支援機能を強化し、圏域ごとに均衡のとれたき

め細やかな医療提供体制の構築に努め、地域住民の医療の確保を図ってきたところ。

*1 地方センター病院

第三次医療圏の高度・専門医療機関としての医療機能を備えるとともに、二次医療機関の後

方医療機関としての役割を担う。

*2 地域センター病院

プライマリ・ケアを支援する二次医療機関であり、かつ、第二次医療圏の中核医療機関とし

ての役割を担う。
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道南圏地域医療再生計画

２ 地域医療再生計画の期間

２ 地域医療再生計画の期間

本計画は、平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までの期間を対象として定

めるものとする。
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道南圏地域医療再生計画

３ 現状の分析

３ 現状の分析

（１）道南圏域

＜救急医療＞

○ 二次救急医療は、二次医療圏毎に病院群輪番制やその他の救急病院等により確保

し、三次救急医療は、南渡島圏の市立函館病院の救急救命センターが担っている。

○ ドクターヘリは、全道３機体制で運航されているが、道南圏はカバーできていな

い。

○ 初期救急体制については、函館市夜間急病センターの他、４つの郡市医師会による

在宅当番医制や各自治体病院により体制を確保している。

○ 二次救急は、南渡島圏は函館市内の市立函館病院他８病院が、南檜山圏域は道立江

差病院が、北渡島檜山圏域は八雲総合病院が病院群輪番制参加病院として、その他、

各圏域の１８の救急病院により体制を確保している。

、 、 、○ 小児科救急に係る輪番制として 函館市内の函館中央病院他３病院 道立江差病院

八雲総合病院が小児救急医療支援事業参加病院として、それぞれの圏域の小児科の二

次救急を担っている。

○ 三次救急は、救命救急センターの市立函館病院が南渡島・南檜山・北渡島檜山を含

む道南圏の重篤救急患者に対する救急医療を担っているが、奥尻町や北渡島檜山から

の救急搬送には大幅な時間を要している。

○ 本道における航空医療体制については、平成１７年４月に道央圏、平成２１年１０

月には道北圏及び道東圏でドクターヘリが導入され、現在３機体制で運航が行われて

いるが、道南圏はドクターヘリ未整備圏域となっている。

＜周産期医療＞

○ 出生数は大幅に減少しているが、低出生体重児などハイリスク児の出生率は増加

傾向にある。

○ 医師総数に占める割合は、産婦人科医師（全国３．８％：道南圏３．３％ 、小）

児科医師（全国５．６％：道南圏５．３％）ともに全国を下回っており、特に南渡

島圏に偏在している。

○ 医師の確保が困難な状況から、２つの地域周産期母子医療センターでは、分娩を

休止している。
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道南圏地域医療再生計画

３ 現状の分析

○ 出生数は、平成元年には５，０８０人、平成１０年は４，１９６人、平成２０年は

３，２０６人と減少しているが、低出生体重児（２，５００ｇ未満）の出生数は平成

元年は３２６人（６．４％）、平成１０年は３４２人（８．２％）、平成２０年は

３０１人（９．４％）とその割合は増加している。

○ 総合周産期母子医療センターとして函館中央病院が、地域周産期母子医療センター

として市立函館病院、道立江差病院、八雲総合病院が道南圏の周産期医療を担ってい

るが、市立函館病院、北海道立江差病院は、現在、分娩を休止している。

○ 南檜山圏域では、平成１９年から分娩が困難な状況となっており、妊婦の８割強が

南渡島圏で分娩を行っている。

＜が ん＞

○ 悪性新生物による死亡率（平成21年・人口１０万対）は、全道の３１４．９に対

し、道南圏は３８３．３と高くなっている。

○ 函館市内の３病院が、地域がん診療連携拠点病院に指定されている。南檜山及び

北渡島檜山の二次医療圏には、がん診療連携拠点病院が整備されておらず、南渡島

圏への依存度が高い。

○ 高度かつ専門的な治療を要する患者の一部は、道央圏に流出している。

○ 道南圏のがん患者の圏域内受療割合は、９３．６％となっている （平成18年５月。

国保レセプトによる受診動向調査）

○ 道南圏における平成２１年のがんによる死亡者数は１，６４３人となっており、死

亡者数全体に占める割合は２８．７％となっている。

○ 南渡島圏では、市立函館病院及び函館五稜郭病院に加え、平成２３年４月からは、

国立病院機構函館病院が新たにがん診療連携拠点病院に指定され、３拠点病院の連携

により、未整備の南檜山及び北渡島檜山圏をカバーしている。

＜脳卒中＞

○ 脳卒中の急性期医療は、函館市内の４病院が担っている。

○ 南渡島圏域では脳卒中の急性期の医療機能をもつ医療機関は函館新都市病院をはじ

め４か所あり、そのすべてが函館市内に所在している。

○ ４医療機関すべてがＳＣＵ（脳卒中専用集中治療室）やそれに準じた脳卒中患者受

入専用病棟等を有しており、また道南圏域で脳卒中地域連携クリティカルパスを運用

する「道南脳卒中地域連携協議会」の会員となっている。

○ 北渡島檜山圏域、南檜山圏域の両圏域の急性期医療は南渡島圏域の医療機関が担っ

ている側面がある。
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道南圏地域医療再生計画

３ 現状の分析

○ 脳卒中の通院では、南檜山圏域から南渡島圏域へは１９．４％が、北渡島檜山圏域

から南渡島圏域へは１５．７％が受診している。また、脳卒中の入院の受療割合は、

南檜山圏から南渡島圏へは３８．３％、北渡島檜山圏域から南渡島圏域へは２２．９

％となっている （平成１８年５月国保レセプトによる受診動向調査）。

○ 南渡島圏域での平成１７年の脳血管疾患の年齢調整死亡率を全道と比較すると、人

口１０万人当たり男性は、７６．３人と全道の６２．７人より高く、女性も３７．４

． 。 、 ． 、人と全道の３４ ６人よりやや高くなっている 北渡島檜山圏域は 男性６０ ６人

女性３５．３人、南檜山圏は、男性３８．５人、女性４１．５人と女性は全道より高

いが、男性は全道より低くなっている。

○ 脳卒中の急性期医療を担う三次救急病院は、救命救急センターである市立函館病院

が担っている。

＜精神科医療＞

○ 精神科救急医療は、函館市近隣５病院による輪番制及び輪番病院から離れた地域

における八雲総合病院等の遠隔地域支援病院により実施されている。

○ 道南圏域の精神病床を有する病院は、函館市に５病院１，４３３床、七飯町に１病

院３６０床、森町に１病院１００床、八雲町に１病院１００床、江差町に１病院４８

床となっており、いずれも病床利用率が高く、ほぼ満床状態にある。また、精神病床

の許可病床数は、人口１０万対で、南渡島圏域では４６３．７と全道平均の３８４．

８を上回っているが、南檜山圏域は１７６．５、北渡島檜山圏域は２４２．７と全道

平均を下回っている。

○ 精神疾患は､その特性上、病状の変化に応じて適切に治療を行える環境やプライバ

シーに配慮した療養環境が求められており、施設設備等の改善を図る必要がある。

○ 道南圏域における精神科の夜間･休日等緊急時の診療体制は、函館市近隣の５病院

による輪番制及び輪番病院から離れた地域における八雲総合病院等の遠隔地域支援病

院により実施されている。
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道南圏地域医療再生計画

３ 現状の分析

＜診療連携＞

○ 医師が不足し、医療資源が偏在している中、３つのネットワークの各医療機関が

連携し、効果的・効率的な医療提供体制の整備が求められている。

○ 多様化する保健医療福祉ニーズに的確に対応するためには、健康づくり情報や医療

、 。情報など 関係機関相互による各種保健・医療・福祉情報の提供が必要とされている

○ 現状では、患者の視点を十分に踏まえ、各医療機関内での電子カルテ等、院内情報

システムの導入による患者データの一元管理や、医療機関相互の情報化を促進して、

患者データの共有化や、医療機関のネットワークによる画像の伝送等について、圏域

内で進んでいない状況である。また、ＩＴ化が遅れて、画像の提供はできるものの、

診療情報の提供ができない医療機関もあり、さらに、道南圏域ではＭｅｄｉｋａ、

Ｃ－ネット、Ｇ－ネットの３つのネットワークソフトが混在し、共有化されていない

現状にある。

○ 南檜山地域医療再生計画で整備を進めている一次医療機関と二次医療機関のＩＴネ

ットワークが平成２３年度に整備される。
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道南圏地域医療再生計画

３ 現状の分析

（２）全道域

＜医師確保＞

○ 本道の医師不足は、極めて深刻な状況にあり、平成２０年１２月末現在の人口

１０万人当たり医師数は２２４．９人と全国平均２２４．５人を上回っているもの

の、全道の医師数の約９割が市部に集中し、特に札幌圏に医師数の約半数が集中し

ているなど、医師不足や地域偏在が極めて著しい状況。

○ 近年の医師不足については、人口構造の高齢化や疾病構造の変化に伴う医療ニーズ

の増大、医師の専門医志向、都市部での開業医志向、地域における指導医不足、出産

・育児等による女性医師の離職、病院勤務医の過重な勤務負担など、多岐にわたる要

因が指摘されている。

○ さらに、平成１６年度の臨床研修制度の導入を契機に、本道においても都市部の臨

床研修病院を研修先として選択する医師が多くなり、道内の三医育大学において研修

する医師が減少したことから、医師派遣機能が低下し、地域への医師派遣がこれまで

以上に困難になってきている。

＜看護職員確保＞

○ 平成２３年１月に策定した「看護職員需給見通し」では、平成２３年度は需要数

７６，８４５人に対し供給数７２，４９０人で４，３５５人の不足が見込まれ、

２４年度以降、徐々に供給数が需要数に近づいていくものの、平成２７年において

も１，７２３人の不足が見込まれる状況。

○ 本道の看護職員は、平成２０年１２月末現在、人口１０万人当たり１，３３８．１

人と、全国の１，０３６．４人を上回っているものの、病院における需要や介護保険

関係施設等の医療機関以外の需要も増えていることから、看護職員が不足している。

○ また、平成１８年と２０年の看護職員数を比較すると、２年間で２，８１２人増加

しているものの、その７５％が札幌圏の増加であり、後志、遠紋、北渡島檜山等の圏

域では減少しているなど、地方や小規模病院の看護職員の不足が深刻になってきてい

る。
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３ 現状の分析

＜救急医療＞

○ 比較的軽度な救急患者に対する初期救急医療から重症救急患者に対する二次救急

医療、重篤救急患者の救命医療を担う三次救急医療までの体系的な救急医療体制を

整備している。

、 、 。また 体系的な救急医療体制を進める中で 小児の救急医療体制を整備している

より迅速な救急搬送体制を確保するため、救急自動車によるほか、航空機による

救急搬送として、ドクターヘリや防災関係機関等のヘリ、固定翼機により対応して

いる。

○ 主に軽度の救急患者に外来診療を行う初期救急医療については、４１の郡市医師会

による在宅当番医や１５か所の休日夜間急患センター等により体制を確保しており、

入院治療を必要とする重症救急患者に対する二次救急医療は、２１の全ての二次医療

圏で病院群輪番制参加病院・診療所やその他の救急病院・救急診療所により、体制を

確保している。

○ また、２４時間３６５日体制で救命医療を行う救命救急センターについては、全て

の三次医療圏に１０か所を整備している。

○ 入院治療を必要とする重症の小児救急患者に対応する小児二次救急医療について

は、２１の全ての二次医療圏で小児科を標榜する病院の輪番制により体制を確保して

いる。

○ 面積が極めて広大な本道における航空機による救急搬送については、３機のドク

ターヘリ（道央、道北、道東）を導入しており、ドクターヘリ未整備圏域やドクター

ヘリの運航が困難な夜間・悪天候時等においては、道防災消防ヘリ、道警ヘリ、札幌

市消防ヘリ、自衛隊、海上保安庁のヘリや固定翼機により対応している。

＜臓器移植医療＞

○ 全国において、移植待機患者約１．３万人（道内：推計６００人）に対し､臓器移

植法の制定（Ｈ９）以降、脳死下での臓器提供者は８６人（道内：５人）と伸びない

状況などから、昨年７月に改正臓器移植法が施行された。

○ 改正法の施行後、北海道では６人（全国：４２人）の臓器提供があったことなどに

より、今後、臓器提供や移植医療に係る相談などが増加することが予想されるため、

道内での移植医療体制の整備が必要となっている。
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３ 現状の分析

＜病理診断＞

○ 病理診断の需要増。

○ 病理医の都市部偏在と高齢化。

○ がん患者の治療への影響。

○ 今日、がんの治療に係る選択肢は多様化し、的確かつ迅速な病理診断の需要が質・

量ともに高度化かつ増加している。

○ 一方で、道内の日本病理学会認定病理専門医約１００名のうち半数は札幌市、１０

名が旭川市に勤務するなど都市部に偏在しており、また、約３の１が６０歳以上と

高齢化が進行している。

○ こうした病理診断に必要な人材に大きな制約がある中、常勤の病理医が不在の医療

機関においては、術中迅速診断の際に必要な医師を非常勤の出張医や嘱託医により

確保しているが、広大な面積を抱える北海道では、病理医の出張に伴う時間的、身

体的負担が多大であることなどから、大学病院等による診断支援もすべての要望に

は応えられていない現状にあり、結果として、地域のがん患者への適切な治療の提

供にも支障が生じている。

＜連携推進＞

○ 平成２０年１月に「自治体病院等広域化連携構想」を策定し、自治体病院が近隣の

医療機関と広域的に連携して、地域に必要な１次医療から１．５次の医療を効率的に

提供し、地域医療の確保と病院経営の健全化を両立させる取組を推進している。

○ 道独自の取組として、一定の要件を備えた中核的医療機関を地方・地域センター病

院として指定し、施設・設備の整備・充実を図るとともに、地域医療支援機能の整備

、 、 、を推進し 地域医療の確保に努めてきたが 中核的病院においても医師不足が著しく

連携支援機能が脆弱化している。

○ 地域の中核的な病院においては、地域に必要な救急や周産期、精神科医療などの不

採算医療を担うとともに、医師や看護師の不足、過疎化に伴う患者数の減少などの影

、 。響により経営環境は悪化しており 現状の医療機能を維持するのが困難な状況にある
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４ 課 題

４ 課 題

（１）道南圏域

＜救急医療＞

○ 重症度・緊急度に応じた医療が提供されるよう、三次救急医療機関とともに、二

次救急医療機関の体制の整備・充実が必要である。

○ より迅速で効率的な救急搬送体制を確保するため、航空医療体制のあり方につい

て検討が必要である。

○ 救命救急センターでは、南渡島圏域のみならず北渡島檜山圏域及び南檜山圏域にお

ける重篤救命患者を受け入れ、道南圏域の救命救急医療を担っているが、医師等医療

従事者の確保に苦慮している。さらに、高齢化等により搬送数が増加する中、医師を

はじめ医療従事者の負担も増大している。

○ 救命救急センターである市立函館病院に最新医療機器を整備し、医療水準の維持・

向上を図りながら勤務医等の負担を軽減することにより、道南圏域の救急医療の維持

を図る必要がある。

○ 脳梗塞のｔ－ＰＡ治療など、より迅速で効率的な搬送体制を確保する必要があり、

道南圏域はドクターヘリ未整備圏域となっていることから、その導入について検討が

必要である。

＜周産期医療＞

○ ハイリスク分娩が集中している総合周産期母子医療センターの機能整備を行い、

周産期医療の確保・充実を図ることが必要である。

○ 分娩の休止を余儀なくされている地域周産期母子医療センターにおける産科医の確

保を図り、分娩の再開を目指し、身近な地域において安心して分娩ができる産科医療

体制の整備を図る必要がある。特に分娩が行われていない二次医療圏は、本道では南

檜山圏域のみであることから、当圏域での産科医の充足が急務である。

○ 地域周産期母子医療センターの市立函館病院、道立江差病院が分娩を休止している

ため、総合周産期母子医療センターの函館中央病院にハイリスク分娩が集中している

現状にある。

産科医の確保は短期的には困難なため、総合周産期母子医療センターである函館中

央病院に最新医療機器を整備し、医療水準の維持・向上を図りながら産科医等の負担
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４ 課 題

を軽減することにより、道南圏域の周産期医療の維持を図る必要がある。

＜が ん＞

、 （ ）○ がん診療連携拠点病院の機能整備・強化を行い 専門的ながん医療 放射線治療

提供体制の確保・充実と隣接する圏域をカバーする体制の整備を図ることが必要で

ある。

○ がんは、住民の健康と生命にとって最大の脅威となっており、がん対策の総合的な

推進を図ることにより、がんによる死亡者を減少させていくことが求められている。

○ そうした中、南渡島圏域では、圏域内でも放射線治療に有数の実績を持つ国立病院

機構函館病院が新たに地域がん診療連携拠点病院の指定を受け、専門的ながん医療の

提供体制の強化が図られている。

○ しかしながら、一部の拠点病院では、使用している放射線治療器の老朽化により、

高度かつ専門的な放射線治療を要するがん患者の治療を圏域外も含めた他の拠点病院

に頼らざるを得ない状況にあることから、必要な治療機器の整備を通じ、道南圏にお

けるがん医療提供体制の強化を図る必要がある。

＜脳卒中＞

○ 脳卒中の急性期医療を担う医療機関が函館市内に偏在しており、三次医療圏をカ

、 。バーする体制の一層の強化を図るため こうした医療機関の機能充実が必要である

○ 南渡島圏域内の医療自給率は高い状況であるが、北渡島檜山圏域や南檜山圏域では

南渡島圏域への依存度が高い状況となっている。また、急性期を担う医療機関が函館

市内に偏在しており、南渡島圏域のみならず第三次医療圏域での課題となっている。

このため、函館市内の急性期医療を担う医療機関が第三次医療圏をカバ－する体制

の整備が求められており、当該医療機関の一層の施設・設備整備が必要である。
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４ 課 題

＜精神科医療＞

○ 精神科医療機関が函館市近隣に集中しているため、住み慣れた地域で合併症にも

対応した精神科医療体制の充実・強化が必要である。

○ 函館市近隣以外の地域における医療機関での夜間・休日の診療体制の充実が必要

である。

○ 道南圏では、精神科医療機関が函館市近隣に集中しており、北渡島檜山圏域及び南

檜山圏域の患者や家族にとって、精神科医療機関への入院や通院は多大な負担となっ

ている。そのため、身近な地域での入院療養や、住み慣れた地域で生活しながら受け

られる通院医療のほか、合併症にも対応した精神科医療体制の充実・強化が必要であ

る。

○ 道南圏における精神科救急医療体制の輪番体制は、函館近隣病院の５病院が担って

いるが、八雲総合病院等、函館市近隣以外の地域における医療機関での夜間・休日診

療体制を充実させることが必要である。

＜診療連携＞

○ 各医療機関での診療情報提供など医療連携を促進し、急性期から質の高い医療を

提供するため、患者情報を共有できるネットワークの構築が必要である。

○ 電子カルテやオーダリングシステム等情報システムの導入に当たっては、導入コス

トが高額であることや医師の負担増加などの課題に適切に対応するほか、情報セキュ

リティを徹底する必要がある。

○ 各医療機関での診療情報提供など医療連携を促進し、質の高い医療を提供するため

には、多くの医療機関が電子カルテシステムを導入し、患者情報を共有できるネット

ワークを構築する必要がある。

○ 南渡島圏域ではMedikaだけではなく、Ｃ－ネット、Ｇ－ネットと整理されていない

ままに現在にいたっていることから医療機関相互に情報を共有できるネットワークを

構築する必要がある。

○ 現在、南檜山圏域では南檜山地域医療再生計画でＩＴネットワーク化推進事業を進

めているが、高度・専門医療については、南渡島圏域の依存が高いことから、二次医

療圏での整備後、三次医療圏との接続を行う等医療連携の推進を図る必要がある。
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４ 課 題

（２）全道域

＜医師確保＞

○ 近年の恒常的な医師不足を背景に、中核病院の多数の医師の退職により深刻な医

師不足問題が生じていることから、医師確保対策が喫緊の課題である。

○ 専門医の確保

地方センター病院等の中核病院においては、脳神経外科や循環器内科などの専門医

も不足し、夜間休日の対応や入院患者の受け入れが困難になることにより、地域住民

の生命が脅かされるような事態をさける必要がある。

○ 地域枠入学生等の地域実習

道内医育大学の地域枠入学生等を対象に、地域医療に従事している医師や関係者、

地域住民との意見交換や交流などの学外実習を実施することにより、地域医療に対す

る理解と意欲を高める必要がある。

＜看護職員確保＞

○ 医療の高度化に対応した安全・安心な看護の提供ができる人材の育成が求められ

れていることから、小規模病院等の看護職員の実践能力の向上や、看護基礎教育の

充実を図ることが課題である。

○ 小規模病院の看護実践能力の向上

小規模病院等では、看護職員が不足しているとともに、近年の医療の高度化に対応

できる取組が十分でないことから、看護職員の定着の促進や新卒者・再就職者の確保

のため、先進的医療に対応できる看護実践能力の向上を図る必要がある。

○ 看護教育指導体制の充実

臨床現場では医療の高度化や在院日数の短縮化などにより、それらに対応できる臨

床実践能力が求められている一方、看護師等養成所においては、臨地実習で看護技術

、 、を経験する機会が限られている傾向にあり 臨床現場の実態と乖離していることから

その解消のため、看護師等養成所における教育教材の整備などにより、看護基礎教育

の充実を図る必要がある。
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４ 課 題

＜救急医療＞

○ 限られた人的・物的な医療資源を有効に機能させるためには、医療機関相互の機

能連携や役割分担の明確化などが課題。

○ 小児救急医療体制をさらに充実するためには、重篤な小児救急患者に対応する小

児三次救急医療体制の整備が課題。

○ 広域な本道における救急搬送体制をさらに充実するためには、夜間や悪天候時を

問わずに、より迅速に広域的な救急搬送を行う体制の整備が課題。

○ 救命救急センターにおいては、救急搬送数が増加傾向にある中で軽症患者の割合が

高いことや、急性期を脱した高齢患者の受入（後方）医療機関の確保難などにより、

急性期患者の受入病床が不足するなど、重症・重篤救急患者への対応が困難となるこ

とが懸念されており、医療機関相互の機能連携や役割分担の明確化や、急性期を脱し

た患者を受け入れる医療機関の確保、さらには、急性期を脱した患者を地域の医療機

関へ搬送する手段の確保などが課題となっている。

○ 国においては、小児の死亡率を改善するため、平成22年度から、重篤な小児救急患

者に対し、２４時間３６５日体制で対応する小児救命救急医療体制（小児三次救急医

療体制）の整備を進めることとしているが、本道においては、その体制が整備されて

いない状況にある。

、 、 、○ ドクターヘリは有視界飛行であるため 夜間や悪天候時の運航が困難であり また

航続距離が片道約１００kmであるため、長距離搬送には適さない。

○ ドクターヘリ以外のヘリや固定翼機は、本来任務遂行中などは使用できないばかり

でなく、対応可能な場合でも要請後に必要な医療資機材を搭載するため、出動までに

時間を要するとともに、運航の都度、搭乗医師の確保を必要とする。

＜臓器移植＞

、 。○ 改正臓器移植法における移植医療の正しい知識が 道民に十分に理解されていない

○ 臓器提供ができる施設のうち、脳死下での提供が可能な施設はわずかであり

（15／29施設 、肝・小腸・膵・心臓移植が可能な臓器移植施設は１施設のみである。）

○ 移植を望む患者等の相談の受け皿となる院内移植コーディネーターの配置が十分で

ない （10／21圏域）。

○ 臓器提供を行ったドナー家族に対する継続的な支援がない。
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４ 課 題

＜病理診断＞

○全道的視点に立った人的資源の有効活用。

○地域のがん患者への適切な治療機会の提供。

○今後の病理診断を担う人材の育成。

○ ３医育大学及び基幹施設を中心とした病理医人材を最大限有効活用し、従来からの

大学病理学教室・医局と地域の関連病院との限定的な依存・協力関係にとどまらな

い全道レベルでの病理診断支援体制を構築することが喫緊の課題となっている。

○ また、常勤病理医が不在となっている施設等へ診断支援システムを導入することに

より、病理医の不在に起因する手術の遅れなど地域のがん患者が被っている治療上

の不利益を解消するとともに、病理医の過重な負担の軽減を図ることが必要。

○ さらに、病理医の高齢化を背景に、今後、一層深刻な病理診断業務に従事する人材

の不足が見込まれることから、長期的な視点に立った専門人材の育成に早急に取り

組むことが必要。

＜連携推進＞

○ 医療連携により地域において機能分担を行い、医療機関や市町村の枠を越えた広域

的な対応が必要。

○ 地域の病院によっては、医師不足から医師派遣等の機能が低下しており、医師不足

を補うための取組が必要。
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５ 目 標

５ 目 標

○ 救急医療や周産期医療、がん診療などを中心とする高度専門医療機関の整備・拡

充を図り地域の医療機関の連携を促進することによって、患者の利便性を高めると

ともに医療提供機能を分担し、圏域内で完結する医療連携体制を構築する。

○ 医師や看護師の養成等により、地域の医療提供体制を確保する。

○ 救命救急センターを中心に、中核的な医療機関と地域の医療機関の連携を推進す

ることによって、効率的・体系的な医療提供体制を構築する。

（１）道南圏域

＜救急医療＞

○ 医療水準の維持・向上を図りながら勤務医等の負担を軽減し道南圏域の救急医療の

維持を図る。

○ ドクターヘリの導入に向けた課題解決を図る。

＜周産期医療＞

○ 総合周産期母子医療センターにおける在院日数を短縮する。

○ 後遺症未熟児数の減少に努める。

＜が ん＞

○ 道南圏域内のがん診療連携拠点病院が未指定となっている二次医療圏をカバーする

体制を強化する。

○ 市立函館病院において、外来化学療法症例数 年間約２，７００件、リニアック実

施件数年間約１０，０００件、がん登録数 年間１，０００件を維持する。

○ 函館五稜郭病院において、放射線治療の新規患者を１００例増とする （参考：平。

成２１年度新規患者数４３６人）

＜脳卒中＞

、 （ ）○ 地域における患者受入数を１０％増とし 脳血管疾患死亡率の低減 全国平均以下

を目標とする。
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５ 目 標

＜精神科医療＞

○ 道南北部及び後志南部の精神科医療の確保を図るとともに、精神科救急医療体制整

備事業における遠隔地域支援病院としての役割を十分に果たす。

○ 地域移行後の患者を支える医療体制を整備し、入院患者の早期退院を目指す （八。

雲総合病院においては、入院期間１年超の患者退院を１年間で５％以上削減する ）。

○ 総合病院機能を活かした身体合併症患者への適切な医療提供体制を確保するととも

に、認知症患者等に対し、圏域内の一般診療所等と連携した診療体制も強化する。

＜診療連携＞

○ 急性期医療を担う医療機関の一つである函館新都市病院に地域連携システムを導入

することにより、当該病院における最終年度において患者紹介率を１０％向上し、患

者情報提供数２０％増を目標とする。

○ 南檜山地域再生医療計画で進めているＩＴネットワーク化推進事業については、二

次医療圏での整備後、さらに医療連携の推進を図るため、道南圏域全体での事業展開

を検討する。
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道南圏地域医療再生計画

５ 目 標

（２）全道域

＜医師確保＞

医師不足の状況を改善するとともに、必要な診療科の専門医を派遣する体制を構築

、 、することなどにより 将来にわたって持続可能で安定性のある医師確保対策を実施し

地域における医師不足に係る課題を解決する。

○ 専門医の派遣

三次医療圏の中核病院である地方センター病院等において不足している専門医を確

保するため、専門病院や大学病院等と連携の上、専門医派遣のためのシステムを構築

し、地域医療の確保を図る。

・平成25年度末までに延べ10名程度の専門医派遣を目指す。

○ 地域枠入学生の地域勤務の確保

道内医育大学の地域枠入学生を対象に、地域医療に従事している医師や関係者、地

域住民との意見交換や交流などの学外実習を実施することにより、地域医療に対する

意欲を高め、地域勤務を定着させる。

・平成25年度末までに延べ200名程度の学生を対象に学外実習を実施する。

＜看護職員確保＞

○ 小規模病院の看護職員の看護実践能力の向上

小規模病院等の看護職員が先進的医療に対応できる看護実践能力を習得できるよ

う、研修に取り組み、看護職員の定着や確保を促進する。

・看護技術の向上 18医療機関

○ 看護教育指導体制の充実

看護師等養成所において、学生が実習前後の看護技術演習に十分取り組めるよう、

教育教材を整備し、看護基礎教育の充実を図る。

・教育教材の整備 45養成所

＜救急医療＞

○ 医療機関相互の機能連携や役割分担の明確化を図るなど、三次医療圏における救急

医療連携体制の構築を図る。

○ 救命救急センターと旧小児救急医療拠点病院との有機的な機能連携を図るなど、小

児三次救急医療体制の構築を図る。

○ 地元では対応困難な患者を三次医療圏の枠を超えて速やかに高度・専門医療機関に

搬送する取組を進めていくことにより、本道の広域性を考慮した救急搬送体制のより

一層の充実を目指す。
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５ 目 標

＜臓器移植＞

○ ３００名以上を対象とした移植医療に係る市民講座を年２回開催し、正しい知識の

普及を図り、臓器提供意思表示カードの所持率向上に努める。

○ 移植に携わる医療機関間の医師のコンセンサス会議を年２回開催するほか、臓器提

供及び臓器移植シミュレーション研修会を道内６箇所で実施することにより、臓器提

供施設等の拡充を図る。

○ ２次医療圏のうち院内移植コーディネーターが未設置である１１圏域に２２名の院

内コーディネーターを配置する。

○ 臓器提供後におけるドナー家族を対象とした、臨床心理士による専用相談窓口を設

置する。

＜病理診断＞

○ ３医育大学及びがん診療連携拠点病院と地域の中核病院による病理診断ネットワー

クの構築。参加機関数 ５１機関。

【整備目標】 平成２３年度 ３０施設、２４年度 ２１施設

○人材育成に係る目標（平成２５年度末まで）

・細胞検査士有資格者数の増 １０名

・病理・細胞診に従事する技師の技術研修会等への参加率を５０％まで向上させる。

・病理診断分野の後期研修、病理・細胞検査業務に進む学生・研修医を増加させる。

＜連携推進＞

○ 医師の勤務環境改善の取組を支援することにより、中核的病院における安定的な医

師の確保に努める。

○ 中核的病院を中心に地域の医療機関が役割分担と広域的な連携を行い、地域に必要

な医療機能が確保できるよう取り組む。
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６ 具体的な施策

６ 具体的な施策

（１）道南圏域

＜救急医療＞

ア 救命救急センター機能強化事業【市立函館病院】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 ５７３，１９０千円（基金負担分 ２９９，６７８千円）

、 、 、救急救命センターとして 医師等医療従事者の確保 診療機能の強化拡充を図り

将来にわたって持続可能で安定的な救急医療体制を構築する。

イ ドクターヘリ導入調査研究事業【道南圏ドクターヘリ導入調査検討会】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 １４，３７６千円（基金負担分 １４，３７６千円）

より迅速で効率的な救急搬送体制を確保するため、ドクターヘリ導入の可能性に

ついて関係者による調査及び検討協議を行う。

＜周産期医療＞

周産期医療機能強化事業【函館中央病院】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 ９７，７４０千円（基金負担分 ４８,８７０千円）

近年その割合が増加している低出生体重児等ハイリスク分娩に対応するため、函

館中央病院における設備整備を行い、総合周産期母子医療センターの機能強化を図

る。

＜が ん＞

ア 地域がん診療連携機能強化事業【市立函館病院】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 ７４８，６３９千円（基金負担分 ２３４，６７３千円）

放射線治療装置（リニアック）の更新、自動注射薬払出装置の更新、がん登録シ

ステムの改修を行う。

イ 地域がん診療連携機能強化事業【函館五稜郭病院】

・平成２４年度事業開始

・総事業費 ５６７，０００千円（基金負担分 ２０８，１３５千円）

高精度放射線治療の画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）が実施可能な放射線治療装

置（リニアック）を導入し、がん治療の向上を図る。
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６ 具体的な施策

＜脳卒中＞

脳卒中急性期機能強化等整備事業【函館新都市病院】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 １６０，３９７千円（基金負担分 ７６，５７４千円）

脳卒中急性期医療の機能強化を図るため、血管撮影装置等の機器を整備する。

＜精神科医療＞

精神病棟改築整備事業【八雲総合病院】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 １，０２２，２６５千円（基金負担分 ４３４，２５７千円）

道南圏北部等の精神科医療を担う八雲総合病院に、解放病棟・個室等を整備し、

患者の症状に応じた適切な療養環境を提供し、また、総合病院機能を活かした医療

提供を行うことで、早期退院を促進するとともに、新たに地域移行後の患者を支え

るデイ・ケア施設の整備を行い、道南圏域の精神科医療提供体制の維持・向上を図

る。

＜診療連携＞

ＩＴネットワークシステム整備事業【函館新都市病院】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 ３２１，４４７千円（基金負担分 ６０，７０８千円）

病院情報共有基盤の整備（情報の電子化・ネットワーク化、オーダリング・電子

カルテ・コメディカル支援システムの導入）及び地域連携を強化する。また、病病

・病診連携を図り、地域住民が安心していつでも受診でき、緊急時にも対応できる

環境を構築する。情報の電子化によって、ネットワークを介して診療情報・各種デ

ータを提供、閲覧できる体制を確立することにより情報を共有化、迅速かつ正確な

伝達、それに基づく適切な診療の提供を目指す。



- 23 -

道南圏地域医療再生計画
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（２）全道域

＜医師確保＞

ア 専門医派遣システム推進事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 １９，３９３千円（基金負担分 １９，３９３千円）

（目 的）医育大学や都市部の専門病院と連携し、地域の中核的病院に対して常勤医

を派遣するためのシステムを構築する。

（事業内容）

① 道は、地域の中核的病院からの要請を受けて、医育大学や専門病院等と調整し、

これらの病院から地方センター病院等の中核的病院に週単位のローテーションによ

り専門医師を継続して派遣する。

② 公平性等を担保するため、三医育大学や専門病院などの関係者で構成する運営委

員会における協議を踏まえ派遣を決定する。

③ 道は、派遣元病院に対して医師派遣に伴う逸失利益相当経費を助成する。

イ 地域枠入学生等地域医療体験実習事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 １７，５０１千円（基金負担分 １７，５０１千円）

（目 的）医育大学が行う地域医療に関する学外実習の取組を支援し、地域枠入学者

等の地域医療に対する理解と意欲を高める。

（事業内容）道内医育大学の地域枠入学生等を対象に行う、地域医療に従事している医

師や関係者、地域住民との意見交換や交流などの学外実習の取組を支援す

る。

＜看護職員確保＞

ア 小規模病院等看護技術強化研修事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 ５６，７１３千円（基金負担分 ５６，７１３千円）

（目 的）小規模病院の看護実践能力の向上を図るとともに、看護職員の定着・確

保を促進する。

（事業内容）中核的病院において、小規模病院等の看護職員を対象に看護技術強化の

ための研修事業に取り組む。

イ 看護師等養成所教育指導体制強化事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 ２０，２９９千円（基金負担分 ９，８９８円）

（目 的）看護師等養成所における教育指導体制の充実・強化を図る。

（事業内容）看護師等養成所におけるシミュレーター等の教育機材の購入経費を助成

する。
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＜救急医療＞

ア 医療優先固定翼機研究運航事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 ６６，１５１千円（基金負担分 ６５，９０１千円）

（目 的）面積が広大で医療資源の偏在が著しい本道において、医療優先固定翼機

の研究運航による緊急搬送体制の課題を検証する。

（事業内容）医療優先固定翼機（通称：メディカルウイング）の研究運航及び研究会

の運営に対して支援する。

広大な本道では積雪寒冷の冬期間や道東地域の濃霧期（夏期）など、季

節や地域ごとに特有の気象条件を有するため、都度検証過程を設ける必要

があり、そのため研究運航は３年間を概ね季節ごと（延べ12ヶ月間）に分

けて実施する。

イ 三次救急医療圏域協議会経費【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 １，０８２千円（基金負担分 １，０８２千円）

（目 的）地域医療再生計画における救急医療対策の着実な推進を図るとともに、

小児三次救急医療体制の整備等、二次医療圏での解決が困難な施策につ

いて、課題解決に向けた協議を行う。

（事業内容）三次医療圏ごとに設置する「圏域救急医療体制整備推進協議会」の運営

＜臓器移植＞

○ 臓器提供・移植医療推進活動事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 １２，５００千円（基金負担分 １２，５００千円）

（目 的）北海道における臓器移植医療体制を整備する。

（事業内容）移植医療に関する普及啓発や移植医療体制の整備に対し支援する。

・市民講座・移植医療教室の開催

・臓器提供及び臓器移植施設のネットワーク化

・院内移植コーディネーターの養成

・ドナー家族相談窓口の開設・運営
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＜病理診断＞

○ 広域病理診断支援・人材育成推進事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 ３，８５５千円（基金負担分 ２，２７０千円）

（目 的） 都市部に広域偏在する病理医を有効活用した病理診断支援体制を構築す

るとともに、地域における病理診断業務に従事する医師及び技術者の育

成を図る。

（事業内容）

ア 広域病理診断ネットワークの構築

道内の３医育大学や病理診断において基幹的な役割を担うがん診療連携拠点

病院等と地域の病院とを結ぶ病理診断支援システムを導入することにより、地

域の病理診断を支えるネットワークを構築する。

イ 病理診断業務従事者講習会の開催

① 地域における病理診断業務を担う病理医、臨床検査技師、細胞検査士及び

学生等を対象として、診断技術の向上及び将来の病理診断を担う人材の育成

を目指した研修会を開催する。

② 限られた人材である病理診断従事者が円滑に技能向上の機会を得られるよ

う、研修参加者の参加経費の一部を助成する。

＜連携推進＞

○ 地域医療広域連携推進事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 １７７，２８０千円（基金負担分 ８７，７９１千円）

（目 的）医師不足などにより医療機能が脆弱化している中、三次医療圏毎に均衡の

とれた医療提供体制の整備を目指し、地方・地域センター病院を中心とす

る連携体制の充実・強化を図る。

（事業内容）

ア 地方・地域センター病院の機能強化

① 平成２０年１月に策定した「自治体病院等広域化連携構想」を踏まえ、中核

的な病院と広域的に連携し、医療機能の再編・縮小する場合における、広域化

連携を支えるために必要な医療機器等の整備に対し助成する。

② 機能を縮小する医療機関に対し、機能縮小を補うための取組については、道

の独自事業として助成する。＜平成２３年度新規＞

③ 地域の急性期医療を担う地方・地域センター病院等の医師の負担軽減を図る

ため、医師事務補助者の配置を支援することとし、管理者研修受講のための代

替職員経費を助成する。
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６ 具体的な施策

イ 地域医療再生・連携推進協議組織の設置

① 二次及び三次医療圏毎に市町村や医療機関、関係団体で構成する協議組織を

設置し、地域医療再生計画に係る事業の進捗状況の把握や実施方法の協議を行

うとともに、地域の医療課題を踏まえた対応等について協議を行う。

② コンビニ受診の抑制など、適正な受診を促すための広域的な広報の取組に対

し助成する。
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７ 施設・設備整備対象医療機関の病床削減数

７ 施設・設備整備対象医療機関の病床削減数

過剰非過剰別 整備前病床数 整備後病床数 病床削減割合二次医療圏名 医療機関名

南渡島 過剰 市立函館病院 ７３４ ７３４ －

函館中央病院 ５２７ ５２７ －

函館五稜郭病院 ５８０ ５８０ －

函館新都市病院 １５５ １５５ －

北渡島檜山 過剰 八雲総合病院 ３５８ ３５８ －
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８ 地域医療再生計画終了後に実施する事業

８ 地域医療再生計画終了後に実施する事業

本計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると見込まれる事業

については、引き続き実施していく。

（１）道南圏域

①ＩＴネットワークシステム整備事業

②ドクターヘリ導入調査研究事業（研究成果を踏まえて対応）

（２）全道域

① 専門医派遣システム推進事業

② 地域枠入学生等地域医療体験実習事業

③ 小規模病院等看護技術強化研修事業

④ 医療優先固定翼機研究運航事業

⑤ 三次救急医療圏域協議会経費

⑥ 臓器提供・移植医療推進活動事業

⑦ 広域病理診断支援・人材育成推進事業
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９ 地域医療再生計画策定経過

９ 地域医療再生計画案作成経過

平成２２年１２月２１日 北海道総合保健医療協議会（第１回）開催

１２月２８日 医療機関等へ周知

平成２３年 １月１８日 圏域別意見交換会開催

２月１４日 事業案の取りまとめ

南檜山地域医療対策協議会開催

３月１１日 圏域事業案の取りまとめ

３月１７日 北海道総合保健医療協議会（第２回）開催

３月２３日 南渡島保健医療福祉圏域連携推進会議開催

３月２９日 北渡島檜山保健医療福祉圏域連携推進会議開催

４月 ５日 事業案提案の機関毎に意見聴取

５月１６日 圏域別地域説明会開催（渡島総合振興局）

５月２７日 南檜山地域医療対策協議会開催

５月３０日 北海道総合保健医療協議会（第３回）開催

６月１３日 北海道議会へ再生計画案の報告

６月１３日 再生計画案の決定

７月２６日 北海道総合保健医療協議会（第４回）開催

８月２６日 北海道総合保健医療協議会（第５回）開催

１１月 １日 北海道議会へ再生計画の報告

１１月 ４日 再生計画の決定

道南圏地域医療再生計画


